
（別紙）　様式１関係

　　監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象

　　市民生活部スポーツ健康課

指 摘

措 置 状 況

　大沢野プール（機材庫、管理棟、機械室）について、施設が廃止となり行政
目的がなくなっているが、行政財産の用途廃止の手続を行っていなかったた
め、改善を図られたい。

　ご指摘のあった大沢野プールの用途廃止の手続については、監査終了後速や
かに実施した。今後は、富山市公有財産管理規則に基づき、適正な事務を行っ
てまいりたい。



（別紙）　様式１関係

　　監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象

　　市民生活部スポーツ健康課

指 摘

措 置 状 況

　契印について、備品台帳に記載していなかったため、改善を図られたい。

　契印については、監査終了後、備品台帳へ記載した。今後は、富山市物品管
理規則及び富山市物品取扱要領に基づき、備品の適正な管理を行ってまいりた
い。



（別紙）　様式１関係

　　監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象

　　市民生活部スポーツ健康課

指 摘

措 置 状 況

　個別に管理すべき競技用備品を一式として備品台帳に記載しており、台帳と
現物の突合ができない状態となっているものが複数見受けられたため、改善を
図られたい。（富山市総合体育館、富山市民プール、富山市東富山温水プール
分）

　富山市総合体育館、富山市民プール及び富山市東富山温水プールの競技用備
品については、監査終了後、管理方法を見直し、備品台帳を個別管理へと修正
した。今後は、富山市物品管理規則及び富山市物品取扱要領に基づき、備品の
適正な管理を行ってまいりたい。



（別紙）　様式１関係

　　監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象

　　市民生活部スポーツ健康課

指 摘

措 置 状 況

　大沢野プールの備品として、既に存在しないＡＥＤを備品台帳に記載したま
まにしていたため、改善を図られたい。

　ご指摘の大沢野プールのＡＥＤについては、監査終了後、速やかに棄焼却手
続を実施し、備品台帳を修正した。今後は、富山市物品管理規則及び富山市物
品取扱要領に基づき、備品の適正な管理を行ってまいりたい。



（別紙）　様式１関係

　　監査の結果に基づく措置状況

監 査 対 象

　市民生活部　とやま市民交流館

指 摘

　契印について、備品台帳に記載していなかったため、改善を図られたい。

措 置 状 況

　契印については、監査後、速やかに備品台帳に記載した。

　今後は、富山市物品管理規則に基づき、備品の適正な管理を行って

まいりたい。



（別紙）　様式３関係

　　監査委員の意見に対する回答

監 査 対 象

　　　財務部　管財課

意 見

回 答

　公有財産管理規則において、市長の決裁が必要とされている手続きのうち、
管財課では、土地又は建物の購入について、事務専決規程における支出負担行
為に関する専決区分に従い決裁されており、また、各部局においては、同課の
指導により、行政財産の使用の許可については部局長により決裁され、法定外
公共物の寄附等については建設部長により決裁されており、公有財産管理規則
の規定に抵触する事務手続が行われている。
　このことから、公有財産の管理に関する事務が適切かつ合理的に行われるよ
う、規則の改正も視野に入れた事務の見直しを検討されたい。

　公有財産の管理に関しては、事務が適切、かつ合理的に行われるよう、適切
な決裁権者による決裁が必要であると考えている。
　財産の管理を総括する規定は、公有財産管理規則であるが、現在、ご指摘の
あった手続きにおける決裁権者について、整合が図られていないことから、財
産の適正な管理にとって、どのような職にある者が決裁権者となるべきなの
か、検討が必要であると考えており、令和８年度中を目処に対応できるよう、
協議を進めてまいりたい。



（別紙）　様式３関係

　　監査委員の意見に対する回答

監 査 対 象

　　市民生活部スポーツ健康課

意 見

回 答

　富山市久婦須川ダム周辺広場マウンテンバイクコースは、富山市久婦須川ダ
ム周辺広場条例に位置付けられた里山広場と同一所在地内の施設である。しか
し、富山市久婦須川ダム周辺広場の指定管理業務委託においてマウンテンバイ
クコースが管理の対象外となっていることや、サイクルスポーツの振興のため
に整備された施設であることを鑑みると、富山市久婦須川ダム周辺広場条例に
位置付けられた施設と解することは難しく、富山市スポーツ施設条例にも位置
付けられていないことから、設置の根拠が明確になっていない施設であると考
えられる。
　施設の利用実態や費用対効果を検証した上で、公の施設として管理していく
べきものであるかも含め、施設の在り方について整理されたい。

　当該コースは、設置当時、スポーツ施設としては位置付けず、同公園内に設
置されたパークゴルフ場等と同様に扱うこととして整理し、関係部局で調整の
うえ、これまで整備した当課が維持管理を行ってきたところである。
　今回の意見を踏まえ、今後、施設の利用実態や費用対効果を改めて検証し、
施設の在り方について整理してまいりたい。


